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契糸勺書

「総研所報第14号」ほか8点の製造（単価契約） （以下「業務」という。 ）に関し，
発注者最高裁判所（以下「発注者j という。 ） と受注者株式会社キタジマ（以下「受注
者」 という。 ）・とは，次の条項及び別紙仕様書（以下「仕様書」という。 ）により請負契
約（単価契約）を締結し，信義に従い誠実にこれを履行するものとする。
（業務の名称，品名，規格及び契約単価等）
第1条．業務の名称，品名，規格，契約単価及び予定総額は次のとおりとする。 。
（1） 名 称 「総研所報第14号」ほか8点の製造（単価契約）
（2） 品名及び規格仕様書のとおり

（3）契約単価別表のとおり

（4） 予定総額金3， 304， 277円
（うち消費税及び地方消費税額244， 761円を含む）

※内訳については,別表のとおり

（契約期間，納入期限及び納入場所）

第2条契約期間，成果物の納入期限及び納入場所は次のとおりとする。

Ii)．契約期間契約締結日から平成30年3月15日まで

（2）納入期限仕様書のとおり

（3）納入場所仕様書のとおり

（契約保証金）

第3条受注者は, ､契約保証金の納付を要しないものとする。
（業務内容等）

第4条受注者は，どの契約の条項に基づいて，仕様書に従った業務を行う。
（権利譲渡の禁止）

第5条受注者は， この契約によって生ずる権利又は義務の全部若しくは一部を発注者の

承諾を得た場合を除き第三者に蔵渡し，又は承継させてはならない。ただし，信用保証

協会及び中小企業信用保険法施行令（昭和25年政令第350号）第1条の3に規定す

る金融機関に対して売掛債権を譲渡する場合にあっては, .この限りでない。

2前項ただし書に基づいて売掛債権の譲渡を行った場合,発注者の対価の支払による弁
済の効力は， ･発注者が予算決算及び会計令（昭和22年勅令第165号）第42条の2

に基づき，セン久ざ一支出官に対して支出の決定の通知を行った時点で生ずるものとする。
（下請等の制限）

第6条受注者は，業務の全部を第三者に委託し，又は請け負わせてはならない。ただし，

業務の一部を第三者に委託し，又は請け負わせることについて，書面による発注者の承

諾を受けた場合は， この限りでない。この場合，下請負人の名称その他の必要な事項を

発注者に通知しなければならない。

（業務の監督等）

第7条発注者は，受注者の業務につき必要な監督を行うため，監督職員を定めで業務の

工程の立会い，指示，承諾又は協議を行わせることができる。

2受注者は，仕様書に基づく使用材料及び工程表を発注者に提供して，その承諾を受け

るものとし，仕様書に明示のない事項については，発注者の指示を受けなければなら
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ない。

（検査及び納入）

第8条受注者は，成果物の納入の準備が完了した場合には，その旨を発注者に通知しな
ければならない。

2発注者は, ､前項の通知を受理した場合には,･その受理した日から起算して10日以内
に，発注者の定めた検査職員に必要な検査を完了させ, ．‘その結果を受注者に通知する。
．とともに，検査に合格したときは,，遅滞なく成果物の引渡しを受けなければならない｡・

3受注者は前項の検査に合格しなかった旨の通知を受理した場合には,発注者の指示に
従い，遅滞なく成果物の取替え，補修その他必要な措置を講じ，速やかに再度の検査
を受けなければならない。この場合における検査の完了の時期は，発注者が新たに成

果物の納入の準備が完了した旨の通知を受理した日から起算して10日以内とする。

4発注者及び受注者の協議により，成果物を分割して納入する場合においては，その都

度，前各項に準じた取扱いをするものとする。

5検査に要する費用は，受注者の負担とする。

（代金の支払）

第9条受注者は，前条第2項又は第3項の検査に合格した旨の通知を受理した場合には，

遅滞なく代金の支払請求書を発注者に提出するものとする。

2発注者は，前項の支払請求書を受理した日から起算して30日 （以下「約定期間」と
いう。 ）以内に，受注者の指定する銀行口座に振り込む方法により支払うものとする。

3受注者は，発注者及び受注者の協議により成果物を分割して引き渡した場合において

は；その引き渡した部分に対する代金の支払を発注者に請求することができるものと ，
し， この場合においては，前二項に準じた取扱いをするものとする。

4支払代金は， 品目ごとの数鐙（印刷部数に頁数を乗じた数量）に各頁単価を乗じた
金額（1円未満の端数は切り捨て）の合計金額に，消費税及び地方消饗税額に相当する

金額（1円未満の端数は切り捨て）を加算した金額とする。

（履行遅延の賠償）

第10条発注者は，約定期間内に代金の支払をしなかった場合には，遅延損害金を受注

者に支払わなければならない。

2受注者は，その責めに帰すべき事由により成果物の納入を遅滞した場合には，遅延損

害金を発注者に支払わなければならない。

3前二項の遅延損害金は，第1項の場合においては支払が遅延した金額に対し,､遅延日
数に応じ政府契約の支払遅延防止等に関する法律（昭和24年法律第25．6号）第8条

第1項の規定に基づき財務大臣が決定する遅延利息の率（ただし，率適用は財務省告示

の施行日による。 ）の割合で，前項の場合においては納入が遅延した部分の代価に対し，

遅延日数に応じ年5． 0パーセントの割合で，それぞれ計算した額とする。ただし，そ
の額に100円未満の端数がある場合は， これを切り捨て，その額が100円未満であ

る場合は，その支払を要しないものと,する｡．

（検査の遅延） ．

第11条発注者がその責めに帰すべき事由により，第8条第2項又は第3項に規定する

期間内に検査を完了しなかった場合には，その期間を経過した,日から検査を完了した日

までの日数（以下「遅延期間」という。 ）を，約定期間から差し引くものとする。この
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．場合において，遅延期間が約定期間の日数を超えるときは，約定期間は満了したものと
みなし，発注者は，その超える.日数に応じ，前条第1項及び第3項に規定する遅延損害
金を受注者に支払うものとする。 ．

（危険負担等）

第12条業務の履行に伴い生じた損害は，発注者の責めに帰すべき事由により生じた場
合を除き，受注者の負担とする。

2天災その他の不可抗力により，債務の履行が不能となった場合には,発注者又は受注
者は，相手方の同意を得て， この契約を無償で解除できるものとし，既に要した費用

については，発注者及び受注者の各自の負担とする。

（暇疵担保責任）

第’3条発注者は，成果物1号隠れた暇疵を発見したときは，受注者に対して相当の期間
を定めて，受注者の費用で取替え，補修その他の措置を講じ，又は損害の賠償を請求

することができる。この場合における担保の期間は，第8条第2項又は第3項の規定

に基づき納入を受けたときから1年とする。

2受注者が前項の期日までに，取替え，補修その他必要な措置を講じないときは，発注

者は，受注者の負担において第三者にこれをさせることができる。

（秘密の保持）

第14条発注者及び受注者並びにその職員，代理人及び使用人は，この業務の遂行に際

し知り得た相手方の秘密を他に漏らし，又は他の目的に使用してはならない。

（発注者の契約解除権）

第15条発注者は，受注者（その代理人及び使用人を含む。 ）が次の各号のいずれかに

該当する場合には， この契約を解除することができる。

（1） この契約の条項又は仕様書に違反した場合

。(2)監督職員の監督若しくは検査職員の検査を妨げ，又は妨げようとした場合

． （3）詐欺その他の不正行為をし，又は．しようとした場合 ・

（4）その他この契約の目的を達することができないと認められる場合．

2前項の規定による契約の解除に伴う必要な費用は，受注者の負担とする。
3発注者は，第1項の規定により契約を解除した場合において，業務の既済部分で検査

に合格したものがあるときは， これに相当する代金を受注者に支払うものとする。

（受注者の契約解除権）

第16条受注者は？発注者がこの契約の条項若しくは仕様書に違反し，又は著しくこれ
と異なる指示をしたため，業務を遂行することが不能となった場合には, この契約を解

除することができる。

2前項の規定による契約の解除に伴う必要な費用は，発注者の負担とする。

3受注者が第1項の規定により契約を解除した場合において，業務の既済部分で検査に

合格したものがあるときは,発注者は， これに相当する代金を受注者に支払わなければ
・ならない。

（違約金）

第’7条前二条の規定により契約が解除された場合には,受注者又は発注者は，違約金
として予定総額の10分の1に相当する金額を発注者又は受注者の指定ずる期限内に支

払わなければならない。
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（談合等の不正行為にかかる違約金）

第，8条受注者は， この契約に関し，次の各号のいずれかに該当する場合には，発注者
の請求に基づき，予定総額の10分の’に相当する額を違約金として発注者の指定する
期限内に支払わなければならない。
（1）受注者が私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律（昭和22年法律第54
号。以下「独占禁止法」という。 ）第3条の規定に違反し，又は受注者が構成事業者
である事業者団体が独占禁止法第8条第1号の規定に違反したことにより，公正取引
委員会が受注者に対し，独占禁止法第7条の2第.1項（独占禁止法第8条の3におい

て読み替えて準用する場合を含む。 ）の規定に基づく課徴金納付命令（以下「納付命

令」 という。 ）を行い，当該納付命令が確定したとき（同委員会が，受注者に対して，

独占禁止法第7条の2第18項又は第21項の規定による課徴金の納付を命じない旨
の通知を行い，又は確定した当該納付命令を独占禁止法第63条第2項の規定により

取り消した場合を含む。 ） 。

（2）納付命令又は独占禁止法第7条若しくは第8条の2の規定による排除措置命令（こ

．れらの命令が受注者又は受注者が構成事業者である事業者団体（以下「受注者等」 と

いう。 ）に対して行われたときは，受注者等に対する命令で確定したものをいい，受

注者等に対して行われていないときは，各名宛人に対する命令すべてが確定した場合

における当該命令をいう。次号において「納付命令又は排除措置命令」 という。 ）に

おいて， この契約に関し，独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為

，の実行としての事業活動があったとされたとき。ただし，受注者が独占禁止法第19

条の規定に違反した場合であって当該違反行為が独占禁止法第2条第9項の規定に基
づく不公正な取引方法（昭和57年公正取引委員会告示第15号）第6項に規定する

不当廉売の場合など発注者に金銭的損害が生じない行為として，受注者がこれを証明

し，その証明を発注者が認めたときはこの限りでない。

（3）納付命令又は排除措置命令により，受注者等に独占禁止法第3条又は第8条第1号

の規定に違反する行為があったとされた期間及び当該違反する行為の対象となった取

引分野が示された場合において， この契約が， 当該期間（これらの命令に係る事件に

ついて，公正取引委員会が受注者に対し納付命令を行い， これが確定したときは， 当

該納付命令における課徴金の計算の基礎である当該違反する行為の実行期間を除

く。 ）に入札（見種書の提出を含む。 ）.が行われたものであり，かつ， 当該取引分野

に該当するもの垂あるとき。

（4）受注者又は受注者の代理人の刑法第96条の6又は独占禁止法第89条第1項若し

くは第95条第1項第1号に規定する刑が確定したとき。

2受注者は，前項第4号に規定する場合に該当し，かつ，次の各号のいずれかに該当す
る場合には，前項の予定総額の10分の1に相当する額のほか，予定総額の100分の

5に相当する額を違約金として発注者の指定する期限内に支払わなければならない。
（1）前項第2号に規定する確定した納付命令について，独占禁止法第7条の2第7項，

第8項又は第9項の規定の適用があるとき。

（2）前項第4号に規定する刑に係る確定判決において，受注者又は受注者の代理人（受

注者が法人にあっては，その役員又は使用人を含む。 ）が違反行為の首謀者であるこ

とが明らかになったとき。
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（3） 受注者が発注者に対し，独占禁止法に抵触する行為をしていない旨の誓約書を提出
しているとき。

3受注者は，契約の履行を理由として，前二項の違約金を免れることができない｡・
4第’項及び第2項の規定は，発注者に生じた実際の損害の額が違約金の額を超過する
場合において発注者がその超過分の損害につき賠償を請求することを妨げない。
（談合等の不正行為にかかる発注者の契約解除及び違約金に関する遅延利息）

第1．9条受注者が前条の違約金を発注者の指定する期限内に支払わないときは,発注者
は何らの通知催告を要せずこの契約の全部又は一部を解除することができるものとし，

受注者は当該期限を経過した日から支払をする日までの日数に応じ，年5. 0パーセン

トの割合で計算した額の遅延利息を発注者に支払わなければならない。

（属性要件に基づく契約解除）

第20条発注者は，受注者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは,何らの催

告を要せず，本契約を解除することができる。

（1）法人等（個人，法人又は団体をいう。 ）の役員等（個人である場合はその者，法人

である場合は役員又は支店若しくは営業所（常時契約を締結する事務所をいう。 ）の
代表者，団体である場合は代表者，理事等，その他経営に実質的に関与している者を

いう。以下同じ。 ）が，暴力団（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律

（平成3年法律第77号）第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。 ）又は

暴力団員等（同法第2条第6号に規定する暴力団員又は第32条第1項第2号ないし

第4号に規定する者及び団体をいう。以下同じ。 ）であるとき。

（2）役員等が， 自己》 自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的，又は第三者に損害
を加える目的をもって，暴力団又は暴力団員等を利用するなどしているとき。

（3）役員等が，暴力団又は暴力団員等に対して，資金等を供給し，又は便宜を供与す．る

など直接的あるいは積極的に暴力団の維持，運営に協力し，若しくは関与していると

き。

（4）役員等が，暴力団又は暴力団員等であることを知りながら， ､これを利用するなどし

ているとき。

（5）役員等が，暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有しているとき。

（行為要件に基づく契約解除）

第21条発注者は，受注者が自ら又は第三者を利用して次の各号のいずれかに該当する

行為をした場合は〆何らの催告を要せず，本契約を解除することができる。

（1）暴力的な要求行為

（2）法的な責任を超えた不当な要求行為

（3）取引に関して脅迫的な言動をし，又は暴力を用いる行為

（4）偽計又は威力を用いて契約担当官等の業務を妨害する行為

（5） その他前各号に準ずる行為・

（表明確約）

第22条受注者は，前二条のいずれにも該当しないことを表明し，かつ，将来に渡って

も該当しないことを確約する。

2受注者は，前二条各号のいずれかに該当する行為を行った者（以下「解除対象者」 と
いう。 ）を再請負人等(再請負人(再請負が数次にわたるときは,すべての再請負人を

､
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含む。 ） ，受任者. （再委任以降のすぺての受任者を含む。 ）及び再請負人若しくは受任
者が当該契約に関して個別に契約する場合の当該契約の相手方をいう。以下同じ｡.） と
しないことを確約する。

（再請負契約等に関する契約解除）

第23条受注者は，契約後に再請負人等が解除対象者であることが判明したときは，直
ちに当該再請負契約人等との契約を解除し，又は再請負人等に対し当該解除対象者に該
当する再請負人等との契約を解除させるようにしなければな･らない。

2発注者は，受注者において再請負人等が解除対象者であることを知りながら契約し，
若しくは再請負人等の契約を承認したとき，又は正当な理由がないのに前項の規定に反
して当該解除対象者である再請負人等との契約を解除せず，若しくは再請負人等に対し

当該解除対象者である再請負人等との契約を解除させるための措置を講じないときは，

本契約を解除することができる。

（損害賠償）

第24条発注者は，第20条, .第21条及び前条第2項の規定により本契約を解除した

場合は； これにより受注者に生じた損害について，何ら賠償ないし補償することを要し
ない。 ・

2受注者は，発注者が第20条，第21条及び前条第2項の規定により本契約を解除し

た場合において，発注者に損害が生じたときは，第17条に定める方法等に従い，その

・損害を賠償するものとする。

（不当要求等に関ずる通報等）

第25条受注者は， 自ら又は再請負人等が，暴力団又は暴力団員等，社会運勤・政治運

動標ぽうゴロ等の反社会的勢力から不当要求又は業務妨害等の不当介入（以下「不当要

求等」 という。 ）を受けた場合は， これを拒否し，又は再請負人等を.して， これを拒否

させるとともに，速やかに不当要求等の事実を発注者に報告し， さらに，警察への通報

及び捜査上必要な協力を行うものとする。

（著作権）

第26条成果物の著作権は，発注者に帰属する。

2発注者は，本件著作物を使用し，複製し，改良し，又は第三者に対して使用を承諾す

る権利を有するものとする。

（紛争の解決）

第27条この契約書の各条項において発注者及び受注者が協議して定めるものにつき，

協議が調わない場合その他この契約に関し発注者及び受注者間で紛争が生じた場合には，

発注者及び受注者の協議により選任した者のあっせん又は調停によりその解決を図る･

この場合における紛争の処理に要する費用は，発注者及び受注者が協議して特別の定め

をしたものを除き各自これを負担する。

（契約の疑義）

第2.8条この契約に定めのない事項その他疑義がある場合は，発注者及び受注者が協議

して定めるものとする。

0

6

〃
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！



｡

この契約の証として，本書2通を作成し，発注者及び受注者が記名押印の上，各自こ
れを保有する。

平成29年/L月ユ0日

東京都千代田区隼町4番2号

最高裁判所

支出負担行為担当官 ・

最高裁判所事務総局経理局長笠井

発注者

之

■則番i二
イ写受注者 東京都

株式会

代表取 ●北島

ｰ

'

7



(別郷

仕様書1

事項 仕 様

ロ
名画ロ 総研所報第14号

規格 B5判 ．

数赴
(1)冊子:20270部予定頁数:230頁
(2)校了した原穣の電子データが格納されたCD-R:1枚

納入期限 平成30年3月15日

納入場所

(1)冊子
・ア 64部最高裁判所(東京都千代田区隼町4番2号）
"f2,020部最高裁判所(以下『発注者｣という｡)が別途指定する場所(東京23区の運送会社等）
ウ 186部裁判所職員総合研修所(埼玉県和光市南二丁目3番5号）
なお,アーウの各納入先への納入部数の内訳については,発注者の指定する監督職員(以下『監督
協議の土,変更することができる。

(2)校了した原稿の電子データ裁判所職員総合研修所(埼玉県和光市南二丁目3番5号）

職員｣という｡)と受注者の

組版 業者作成 ：
6号

見本原稿 口無■有（■紙原穣■データ(gWordmEXCelmPDF■その他(PDwerPomt) )

字詰，行数
及び段数

勺

見本(総研所報第13号)のとおり

印刷方法 ■ｵﾌｾｯﾄ(両面印刷)･ログｲﾚｸﾄ･ロフォーム･ロその他（ ）

刷色 ■墨 ロカラー（ 色刷り） □その他（ ）

紙質 表紙:色上質紙四六判特厚口(紀州再生ｶﾗｰ(桃)若しくは色及び紙賛が同等のもの）

見返し:再生上質紙四六判90kg

本文等:クリームｷﾝマリR四六判55kg又は紙質及び色が同等のもの ．

分界紙:なし

製本 ■無線とじ蝕製本)･ロ針金とじ･口上製本･ロ帯･口見返し･口その他

校正 受注者の持参校正とし,校正回数は3校までを遮準とするが,その目的に達しない場合はこの限りでない。

校正担当者 栽判所職員総合研修所資料課演賑豚

その他

■

(1)受注者は,本件印刷及び製本等作業について,この仕械番に定める蛎項を遵守し,製造及び納品すること。

12)用紙については,いわゆるグﾘｰﾝ鮒入法に適合し,かつ,古紙ﾘｻｲｸﾙ適性ﾗﾝｸﾘｽﾄで定めるDAﾗﾝｸに該当する資材のみを
使用して製造し,監将職員の指示する場所にその表示(ﾘｻｲｸﾙ適性表示)をすること(ただし,発注者が指定した用紙がこれに咳当し
ない場合を除く｡)。 .

｡

(3)契約締結後速やかに別紙様式第1『ｵﾌｾｯﾄ印刷又はデジタル印刷の工程における環境配愈ﾁｪｯｸﾘｽﾄ｣を,納品時に別紙様式
第2｢資材碓認票｣を監将職員にそれぞれ提出すること。

(41 (2)及酬3)のほか,いわゆるグリーン蹄入法に基づく基本方針の判断の基鱸を満たすこと。
● ●

(5)原稿作成及び校正等のｽｹジｭｰﾙについては,校正原稿の提出枚数にかかわらず,監督職員と調整の上,速やかに別紙様式第3
『作業報告番｣を作成し,提出し,その遵守に努めること。 ．

(6)受注者は,写真,イラスト以外の文字原稿部分については,全頁見本原稿と同じ愁体で文字入力作業を実施すること。

I7)入稿から校了に至るまでの修正に関し,原稿の差替え,追加及び修正等の作業にづいては‘速やかに対応すること｡また,各段階の
校正原稿を校正担当者に提出する際には,受注者は必ず複数人による内校正作業を実施し,娯字,脱字及び図表等が正しく転絞され
ているか等を確昭すること。

【8)校了した原稿の電子データは,PDF形式(印刷すると冊子と同じ体裁となるもの)でα〕一Rにより発注者に提出すること｡ただし,PD
F形式でCD-Rに記録された鰯子データは,ワード等で作成された文醤へのコピーアンドペーストが可能であること。

19)発注者が交付するデータを受注者が使用する場合には,文字によっては異なる字体で出力されることを前提として取扱い,校正等は
書面で行うことを原則苫すること。

畑発注者及び受注者は,PDFﾌｧｲﾙについては,必ずﾌｫﾝﾄを組み込むか画倣データで椛成するものを使用すること。

、アドピ･ｲﾗｽﾄﾚｰﾀｰ等のグﾗﾌｨｯｸ･アプリケーションを使用してﾌｧｲﾙを作成する場合には,ｱｳﾄﾗｲﾝ化やﾗｽﾀﾗｲス等を
行った後に授受をすること。

圃成果物の納品の際には,落丁及び乱丁等がないことを必ず確認すること。

圃本仕様書に記戦されてし§ない審項及び疑義が生じた場合については,発注者及び受注者が協酸の上,定めるものとする。

剛本件成果物の著作権は発注者に帰属するものとする。
b ●

陥繍慧駕y職繍総溌燃識繍鵜難駕識鐘麓蕊講熱騨認謹
しでも可)を納入期限までに発注者の職員に提出すること｡ ．

予定頁数 備考

表紙（見返し含む） 12頁
表表紙，裏表紙印刷あり（裏表紙はリサイクル適性表示の表配あり。 ） 。表表紙塵，裏表紙
裏印刷なし。

本文等 218頁 裏表（裏白あり）

分界紙 なし

写真 な．し .

図面 ． あり

折り込み なし

合計 230頁



仕様書2

事項 仕 様

品 名。 家裁鯛査官研究紀要25号

規格
G ■

B5判

0

数戯
(1)冊子:2,100部
i2)稜庁した原穂の

予定頁数:124頁
餓子データが柊納されたCD-R:1枚

納入期限 平成30年3月15日 ．

納入場所

(1)冊子
ア 64部最高裁判所(東京都千代田区隼町4番2号）
イ1,842部.最高裁判所(以下『発注者｣という｡)が別途指定する場所(東京23区の運送会社等）
ウ 194部裁判所職員総合研修所鯖玉県和光市南二丁目3番5号）
なお,アーウの各納入先への納入部数の内訳については,発注者の指定する監督職員(以下｢監督
協職の上,変更することができる。

■

(2)校了した原稿の電子データ裁判所職員総合研修所(埼玉県和光市南二丁目3番5号）

職員｣という｡）と受注者の

ダ

組版 業者作成

見本.原稿 口無■有（■紙原稿■データ(■WordDExceIDPDF■その他(PowerPoint) )

字詰，行数
及び段数

見本(家裁鯛査官研究紀要第23号)のとおり

印刷方法 ■ｵﾌｾｯﾄ(両面印刷)･ログｲﾚｸﾄ･ロフォーム･口その他（ ）

刷色 ■墨 ロカラー（ 色刷り） ロその他（ ）

紙質 表紙:色上質紙四六判特厚ロ(紀州再生ｶﾗｰ(ﾚﾓﾝ)若しくは色及び紙質が同等のもの）

見返し:なし

本文等:再生上質紙B判53kg又は紙質及び色が同等のもの

分界紙:なし ◆ ら ｡

製本 ■無線とじ(並製本)･ロ針金とじ･口上製本･口帯･口見返し･ロその他

校 正 受注者の持参校正とし‘校正回数は3校までを基il§とするが,その目的に達しない場合はこの限りでなしも

校正担当者 裁判所職員総合研修所資料課演料係
■

その他 (1)受注者は,本件印刷及び製本等作業について,この仕様番に定める1F項を遵守し,製造及び納品すること。

(2)用紙については,いわゆるクﾘｰﾝ購入法に適合し,かつ,古紙ﾘｻｲｸﾙ適性ﾗﾝｸﾘｽﾄで定める8Aﾗﾝｸに該当する資材のみを
使用して製造し,監督城員の指示する場所にその表示(ﾘｻｲｸﾙ適性表示)をすること(ただし,発注者が指定した用紙がこれに該当し
ない場合を除く｡)。 ．

(3)契約締結後速やかに別紙様式第1｢ｵﾌｾｯﾄ印刷又はデジクル印刷の工程における環境配愈ﾁｪｯｸﾘｽﾄ｣を,納品時に別紙撤式
第2『資材硫認票』を監督職員にそれぞれ提出すること。

(4) (2汲釧3)のほか,いわゆるグリーン職入法に基づく基本方針の判断の濫単を満たすこと。

(5)原稿作成及び校正等のスケジュールについては,校正原澗の提出枚数にかかわらず,監督職員と調整の上,速やかに別紙槻式第3
｢作業報告番jを作成し,提出し,その遵守に努めること。

(6)受注者は,写真,ｲﾗｽﾄ以外の文字原稿部分については,全頁見本原稿と同じ香体で文字入力作梁を実施することら

(7)入稿から校了に至るまでの修正に閲し,原稿の差替え,追加及び修正鎌の作業については,速やかに対応すること｡また,各段階の
校正原稿を校正担当者に提出する際には,受注者ば必ず被数人による内校正作業を実施し,誤字,脱字及び図表等が正しく転職され
ているか等を確認すること．

(8)校了した原稿の勉子データは,PDF形式(印刷すると冊子と同じ体裁となるもの)でCD-Rにより発注者に提出すること｡ただし,PD
F形式でCD-Rに記録された電子データは,ワード等で作成された文番へのコピーアンドペーストが可能であること。

(9)発注者が交付するヂｰﾀを受注者が使用する場合には,文字によっては異なる字体で出力されることを前提として取扱い,校正等は
書面で行うことを原則どｻｰること。

剛発注者及び受注者は,PDFﾌｧｲﾙについては,必ずﾌｫﾝﾄを組み込むか画像データで構成するものを使用すること。

伽アドピ･ｲﾗｽﾄﾚｰﾀｰ等のグﾗﾌｨｯｸ･ｱプﾘｹｰｼｮﾝを使用してﾌｧｲﾙを作成する場合には,ｱｳﾄﾗｲﾝ化やﾗｽﾀﾗｲズ簿を
行った後に授受をすること。

圃成果物の納品の際には,落丁及び乱丁等がないことを必ず確認すること。

圃本仕様番に記戦さｵTでいない事項及び疑錠が生じた場合については,発注者及び受注者が協議の上,定めるものとする。

卿･本件成果物の著作権は発注者に帰属するものとする｡ ①

剛発注者に納入する際は,品名,数堂及び納品日を記戦した納品密を添付すること｡また,発注者が指示する場所(運送会社等)に納
入する際は,品名,数澄及び納品日を配載した納品書及び受領書を作成の上,受領書に運送会社等の確駆印を受け,当該受領番(写
しでも可)を納入期限までに発注者の職員に提出すること｡．

予定頁数 備考
伊 ●

表紙 。
● 4頁

表表紙，裏表紙印刷，裏表紙蕊印刷あり （裏表紙はリサイクル適性表示の表記あり。 ）。表
表紙製印刷なしb .

本文等 120頁 蕊表鰹白あり）

分界紙 なし

写真 なし

図面 あり ．

折り込み なし

合計 124g



仕様書3

ー

事項 仕 様

名
ロ

p回
,じ隼潅入門(七町第二補訂版） ．

規．格 A5判

数通
(1)冊子:595部
(2)校了した原稿

予定頁数:136頁
の融子データが格納されたCD-R:1枚，

納入期限 平歳貝n年3月15日

納入場所

●

(1) 冊子
ア 22部最高裁判所(東京都千代田区隼町4番2号）
イ 573部裁判所職員総合研修所鯖玉県和光市南二丁目3番5号）
なお,アーイの各納入先への納入部数の内駅については,発注者の指定する監督職員(以下｢監督職員』という｡)と受注者の
協繊の上,変更することができる。

(2)校了した原稿の電子データ裁判所職員総合研修所(埼玉県和光市南二丁目3番5号） ．

組版 業者作成

見本原稿 口無■有（■紙原稿(修正箇所指示）■データ(DWordDEXcel■PDF□その他( ) )

字詰，行数
及び段数

見本(少年法入門(七訂補訂版))のとおり

印刷方法 ■ｵﾌｾｯﾄ(両面印刷)･ログｲﾚｸﾄ･ロフオーム･ロその他（ ）

刷色 ■墨 ロカラー（ 色刷り） □その他（ ）

紙質 表紙:再生上質紙A判86.5I"

見返し:再生上質紙A判57.5I"

本文簿:クリームｷﾝﾏﾘRA判36.5kg又は紙質及び色が同等のもの

分界紙:なし

製本 ■無線とじ(並製本)･ロ針金とじ･口上製本･ロ譜･口見返し･ロその他

校正 受注者の持参校正とし,校正回数は3校までを基地とするが,その目的に達しない柵合はこの限りでない。

校正担当者 裁判所職員総合研修所資料課責料係

その他 【1）受注者は,本件印刷及び製本等作梁について,この仕様書に定める那頂を遵守し,製造及び納品すること。

【2)用紙については,いわゆるｸﾘｰﾝM隙入法に適合し,かつ,古紙ﾘｻｲｸﾙ適性ﾗﾝｸﾘｽﾄで定める,Aﾗﾝｸに該当する寅材のみ
を使用して製進し,監督職員の指示する場所にその表示(ﾘｻｲｸﾙ適性表示)をすること(ただし,発注者が指定した用紙がこれに咳
当しない場合を除く○)。

(3)契約締結後速やかに別紙徴式第1｢ｵﾌｾｯﾄ印刷又はデジタル印刷の工程における諏境配慮ﾁｪｯｸﾘｽﾄ』を,納品時に別紙
様式第2｢資材砿麗票jを監督職員にそれぞれ提出すること。 ．

(4) (2汲〔(3)のほか,いわゆるグリーン購入法に基づく基本方針の判断の基地を満たすこと。

I5)原稿作成及び校正等のスケジュールについては,校正原稲の提出枚数にかかわらず,監督職員と鯛整の上,速やかに別紙様式
第3『作業報告番｣を作成し,提出し,その遵守に努めること。

＊ ①

(6)受注者は,写真,ｲﾗｽﾄ以外の文字原稿部分については,全頁見本原稿と同じ番体で文字入力作業を実施すること。

(7)入稿から校了に至るまでの修正に関し,原稿の差替え,追加及び修正等の作業については,速やかに対応すること｡また,各段
階の校正原稿を校正担当者に提出する際には,受注者は必ず複数人による内校正作業を実施し,誤字,脱字及び図表等が正しく転
紋されているか等を確麗すること。 ‐

(8)校了した原穂の餓子データは,PDF形式(印刷すると冊子と同じ体裁となるもの)でCD-Rにより発注者に提出すること｡ただし，
PDF形式でCD-Rに記録された電子データは,ワード等で作成された文魯へのコピーアンドペーストが可能であること。

(9)
等I蕊謡箸聯Z蕊

注者が使用する場合には,文字によっては異なる字体で出力されることを前提として取扱い,校正
と｡

”発注者及び受注者は,PDFﾌｧｲﾙについては,必ずﾌｫﾝﾄを組み込むか画像データで構成するものを使用すること。

"ｱドビ･ｲﾗｽﾄﾚｰﾀｰ等のクﾗﾌｨｯｸ･アプリケーションを使用してファイルを作成する場合には,ｱｳﾄﾗｲﾝ化やﾗｽﾀﾗｲス等
を行った後に授受をすること。

⑫成果物の納品の際には,落丁及び乱丁等がないことを必ず確躯すること。

113本仕様番に記戦されていない事項及び疑義が生じた場合については,発注者及び受注者が協駿の上,定めるものとする。
①

燗本件成果物の著作権は発注者に帰属するものとする。

予定頁数 備考

表紙（見返し含む） 12頁
表表紙，裏表紙印刷あり （裏表紙は『3003」及びリサイクル適性表示の表記あ
n_ ) ､霊表紙寡．璽塞紙巫印刷なし．

本文等 124頁 寡表（璽白あり） ．
戸

(1)．扉 2頁 寡表（爽白あり） ．

(2) はしがき
e

､2頁 寡表（巫白あり） ．

(3) 目次 6頁 率表（璽白なし） 。

L (4)本文 114頁 爽表（裏白なし）

写3 【 なし

図面 なし ．

折り込み なし ．

合計 136頁



仕様書4

困殖疋丁色頚廊《姫尿Zd堅叩哩酒臣

1二丁目3番5号】
』､でば.窪洋宕の指窪する監督職圓

困殖疋丁色頚廊《姫尿Zd堅叩哩酒臣

1二丁目3番5号】
』､でば.窪洋宕の指窪する監督職圓

困殖疋丁色頚廊《姫尿Zd堅叩哩酒臣

1二丁目3番5号】
』､でば.窪洋宕の指窪する監督職圓

困殖疋丁色頚廊《姫尿Zd堅叩哩酒臣

1二丁目3番5号】
』､でば.窪洋宕の指窪する監督職圓

‐一･･ ！■ー

事項
仕 ， 4垂

品 名 公判季鏡と廻雰鯉義案(mgT版）

規格 画5判 ．
､ ~

数避

● ＝

(1)冊子:520部予定頁数:448-
I刎林~rL士原穂の趣子データが捨納されたCD-R:1枚

納入期限 平成30¥3月15日
● 6

納入場所

1l)冊子
ア 22部
イ 26部
ウ472部
なお,ア’
協駿の上， 変更することができる． ．

● ●

【2)校了した原稿の電子データ裁判所職員総合研修所鯖玉県和光市南二丁目3番5号）■

社等）

(以下｢監督職員｣という.)と受注者の

組版 桑者作成

見本原稿 口無■有（■紙原積(修正箇所指示）■データ(mWordOmcel■PDF□その他( ) ) .

字詰，行数
-及び段数

見本(公判手続と調番購装案(三訂版))のとおり

印刷方法 ■ｵﾌｾｯﾄ(両面印刷)･ロダｲﾚｸﾄ･ロフオーム･ロその他（ ）

刷色 ■墨 ロカラ員（ 色刷り） ロその他（ ）

紙質 変紙:再生上質紙四六判1351g

見返し:再生上質紙四六判90kg

本文等:ｸﾘｰﾑｷﾝﾏﾘRB判55kg又は綴質及び色が同等のもの
●●

分界紙:色上質紙四六判中厚口(紀州再生ｶﾗｰ(波黄色)若しくは色及び紙質が同等のもの）

製本 ■無線とじ(並製本)･口針金とじ･口上製本･口帯･口見返し･口その他

校正 受注者の持参校正とし,校正回数は3校までを悲準とするが,その目的に逸しない場合はこの限りでない。

校正担当者 栽判所職員総合研修所盗料課資料係．

その他

■ ●

l)受注者は,本件印刷及び製本等作業について,この仕犠番に定める聯項を遵守し,製造及び納品すること。

2)用紙については,いわゆるグリーン購入法に適合し,かつ,古紙ﾘｻｲｸﾙ適性ﾗﾝｸﾘｽﾄで定める,Aﾗﾝｸに咳当する資材のみを使
用して製造し,監督職員の指示する場所にその表示(ﾘｻｲｸﾙ適性表示)をすること(ただし,発注者が指定した用紙がこれに咳当しない
賜合を除く.)． ，

3）契約締結後速やかに別紙微式第1｢オフセッI､印刷又はデジタル印刷の工程における卵境麗感ﾁｪｯｸﾘｽﾄ』を,納品時に別紙機式第
2『資材確昭票｣を監督職員にそれぞれ提出すること。

4) (21RUM31のほか,いわゆるグﾘｰﾝ鮴入法に基づく基本方針の判断の基準を満たすこと。

5)原稿作成及び校正等のスケジュールについては,校正原穂の提出枚数にかかわらず,監督聴員と鯛整の上,速やかに別紙様式第3
｢作業報告番』を作成しり提出し,その遵守に努めること｡

6)受注者は,写真,ｲﾗｽﾄ以外の文字原稿部分については,全頁見本原稿と同じ書体で文字入力作業を実施すること。

7)入稿から校了に至るまでの修正に関し,原稿の差替え,追加及び修正鎌の作業については,速やかに対応すること｡また,各段階の校
正原稿を校正担当者に提出する際には,受注者は必ず複数人による内校正作業を爽施し,誤字,脱字及び図表等が正しく転戯されてい
るか諺を砿灘すること。

81校了した原稽の電子データは,PDF形式(印刷すると冊子と同じ体栽となるもの)でCD-Rにより発注者に提出する
形式でCD-Rに記録された勉子データは,ワード簿で作成された文番へのコピーアンドペー系ﾄが可能であること。

こと｡ただし,PDF

9）発注者が交付するデータを受注者が使用する場合には,文字によっては異なる字体で出力されることを前提として取扱い,校正等は番
面で行うことを原則とすること。

剛発注者及び受注者は,PDFﾌｧｲﾙについては,必ずﾌｫﾝﾄを組み込むか画像データで撫成するものを使用すること。

LDアドピ･ｲﾗｽﾄﾚｰﾀｰ等のクﾗﾌｨｯｸ･アプリケーションを使用してﾌｧｲﾙを作成する場合には,ｱｳﾄﾗｲﾝ化やﾗｽﾀﾗｲス等を行つ
た後に授受をする善。

吻成果物の納品の際には,落丁及び乱丁等がないことを必ず砿鰹すること。

副本仕織書に記載されていない事項及び疑義が生じた場合については,発注者及び受注者が協駿の上,定めるものとする。

剛本件成果物の薯作樋は発注者に帰属するものとする。

〕9発注者に納入する際は,品名,数避及び納品日を妃戦した納品書を添付すること｡また.発注者が指示する場所(運送会社等)に納入
する際は,品名,数避及び納品日を配戦した納品害及び受領書を作成の上,受領書に運送会社等の確認印を受け;当膜受領書(写しで
も可)を納入期限までに発注者の職員に提出すること。

予定頁数 傭考

表紙（見返し含む） 12頁
表表紙，裏表紙印刷, ． （裏表紙は『3003」及びリサイクル適性表示の表紀あり。 ） 。表表
紙裏，裏表紙裏印刷なし。

本ゴ :等 434頁 裏表（璽白あり）
戸

(1)扉 2頁 裏表（裏白あり）

(2)はしがき、 2頁 巫表（裏白なし）

(3) 目次 ， 10頁 璽表（裏白なし）

(4)本文 414頁 裏表（裏白あり）‐

巴
(5)事項索引 6頁 裏衷（裏白なし）

分， 紙 2頁 璽袈（裏白あり）

写，
■

なし ．

図圃 あり

ツ り込み なし ．

合計 “8頁



仕様書5

I

鞭項

名ロ

p口
心錘韮念確堅整塞(室町糒肘賑）

仕 儀
●eC q ● ■ ■

規格 R貝塑1

数逓
【1）冊子:610部予定頁数:444頁
12)校了した原祇の電子データが格納されたCD-R;1枚

納入期限 平虚30年3月15日

､納入娼所

11) 冊子
ア 22部最高鮫判所(東京都千代田区箪町黙番2号）
イ 26部最高戦判所(以下『発注者jという.)が別途指定する溺所(東京23区の運送会社等）
ウ562部裁判所職員総合研修所(埼玉県和光市南二丁目3番5号）
なお‘アーイの各納入先への納入部数の内訳については,発注者の指定する監督職員(以下｢監橿職
協賎の上,変更することができる。

巾 ●

121校了した原穂のぶ子データ銭判所職員総合研修所(埼玉県和光市南二丁目3番5号）

貝jとし､う.)と受注者の

組 ．版 業者作成

見本原稿 口無■有（■紙原稿(修正箇所指示）■データ(DWordDEXCelnPDF□その他( ) )

字鯖，行数
及び段数

見本(少年法実務撫義案(三8丁版))のとおり

印刷方法 ■ｵﾌｾｯﾄ(両面印刷)･ログｲﾚｸﾄ･ロフオーム･ロその他（ ） 。

刷 色 ■墨 ロｶﾗｰ（ 色刷り） □その他（ ）

紙質 表紙:再生上質紙四六判135kg

､見返し:再生上質紙四六判90kg
旬

本文毒:ｸﾘｰﾑｷﾝﾏﾘRB判55kg又は紙質及び色が同都のもの

分界紙:なし

製本 ■無線とじ(並製本)･口針金とじ･口上製本･口瀞･口見返し･口その他

枚 ・正 受注者の持参校正とし,校正回数は3校までを韮地とするが,その目的に逮し戦い場合はこの限りでない。

校正担当者 栽判所職員総合研修所資料畷資料係

その他 （1)受注巻は,本件印刷及び製本等作業について,この仕橡櫓に定める郡項を遵守し,製造及び納品すること。

12)用紙については,いわゆるグリーン購入法に適合し,かつ，古紙ﾘｻｲｸﾙ適性ﾗﾝｸﾘｽﾄで定める,Aﾗﾝｸに蔵当する資材のみを使
用して製造し,監督職風の指示する暢所にその淡示(ﾘｻｲｸﾙ適性袈示)をずること(ただし,発注者が指定した用紙がこれに砿当しない
柵合を除く.)。

131契約諦詰後速やかに別紙嫌式第1『ｵﾌｾｯﾄ印刷又はデジクル印刷の工程における環境配腫ﾁｪｯｸﾘｽﾄjを，納品時に別紙櫛式
箙2『礎材確腿蕊』を監督職貝にそれぞれ提出すること。

I4) (2汲U131のほか,いわゆるグリーン賜入法に遮づく悲本方針の判断の塞轆を満たすこと． ．

15)原稿作成及び校正竿のスクジユールについては,校正瓜稿の拠出枚数にかかわらず,監督職貝と鯛盤の上,速やかに別紙微式鰯3
｢作菜報告番｣を作成し,提出し,その遵守に努めること．

I6)受注者は,写真,イラスト以外の文字原稿部分については,全頁見本原稿と同じ審体で文字入力作莱を実施すること。

I7)入稲から校了に至るまでの修正に閲し,原稿の差蒋え,追加及び修正等の作業については,速やかに対応すること｡また‘各段階の
校正原稲を校正担当者に提出する際には,受注者は必ず復款人による内校正作柔を実施し,韻字‘脱字及び図表鎌が正しく転載されて
いるか等を砿認すること。

181校了した原稿の破子データは，
F形式でCD－Rに肥録された通子

PDF形式(印刷すると冊子と同じ体裁となるもの)でCD-Rにより発注者に提出すること｡ただし,PD
データは,ワード等で作成された文谷へのｺピｰｱﾝドペーストが可能であること．

●

19)発注者が交付するデータを受注者が使用ずる場合には,文字によっては災なる字体で出力されることを前提として取扱い,校正等は
香面で行うことを原則とすること。

u助発注者及び受注者は,PDFﾌｧｲﾙについては‘必ずﾌｫﾝﾄを組み込むか画像デークで構成するものを使用すること。

剛アドピ･ｲﾗｽﾄﾚｰｸ一等のクﾗﾌｨｯｸ･アプリケーションを使用してﾌｧｲﾙを作成する溺合には‘ｱｳﾄﾗｲﾝ化やﾗｽﾀﾗｲス等を
行った後に授受をすること。

幽成果物の納鋤際には,落丁及び乱丁等がないことを必ず砲兜すること。

閲本仕槻替に記戦されていない事項及び疑獲が生じた姻合については,発注者及び受注者が協繼の上,定めるものとする。

M本件成果物の藩作権は発注者に帰属するものとする。

鯛発注者に納入する際は,品名,数丑及び納品日を配駁した納品谷を添付すること｡また,発注者が指示する場所(運送会社等)に納
入する際は,品名,数趣及び納品日を記戦した納品書及び受領番を作成の上,受領谷に返送会社等の砿認印を受け,当該受領番(写し
でも可)を納入期限までに発注者の職員に提出すること．

予定頁数 傭考

表紙等〈見返し含む） 12頁
表表紙，座変紙印刷， （裏表紙は「3003」及びリサイクル適性表示の衷記あり。） 。袈
表紙裏・裏表紙裏印刷なし．

■

本。 官等 、 432頁 璽表（爽白あり）
戸

(1)" 2頁 璽表（誕白あり）

(2)はしがき 2頁 迩盛（瓦白あり）

(3)参考資料及び凡例 6頁． 璽表（塞白あり）

14) 目次 30頁 璽表〔悪白あり）

【51本文 385頁 塞壷（率白なし） ．

L (6)．索引 7頁 郵表（巫白あり） ．

分』 紙 なじ

写爵
●
ゆ
。 なし ．

図屈 あり

折り込み なし

合計 444頁



仕様書6

率．項 仕 槻

品 名 錨判所と裁判所職員 ● も

規格 A4判

数吐
(1)冊子:2,530部予定頁数:140頁
i2)校了した原穂の趣子データが格納されたCD-R:1枚

納入期限 平成30年3月15日

納入場所

11冊子
ア 92部最高戯判所(東京都千代田区隼町4審2号）
イ2,311部最商戒判所(以下『発注者｣という｡)が別途指定する場所(東京23区の運送会社等）
ウ 127部裁判所職員絶合研修所(埼玉県和光市南二丁目3番5号）
なお,アーイの各納入先への納入部敷の内駅については,発注者の指定する監督職員(以下｢監督職員
憧駿の上,変更することができる。

21校了した原稿のfa子データ銭判所職員総合研催所(埼玉県和光市南二丁目3話5号）

｣という｡)と受注者の

組版 業者作成

見本原稿 口簔■有（■紙原稿(修正箇所指示）■データ(mWordmExcelEPDF□その他( ) )

字鰭，行数
及び段数

見本(裁判所と裁判所職員)のとおり

印刷方法 ■ｵﾌｾｯﾄ(両面印刷･ログｲﾚｸﾄ･ロフオーム･口その他（ ）

刷色 ■里 ロカラー（ 色刷り） □その他（ ）

紙街 表紙:再生上質紙A判86.5kg

見返し:なし

本文等:クリームキンマリRA判36.5kg又は紙質及び色が同等のもの

分界紙:なし

製本 ■無線とじ(並製本)･ロ針金とじ･口上製本･口帯･口見返し･口その他

校正 受注者の持参校正とし,校正回敷は3校までを基準とするが,その目的に遠しない鰯合はこの限りでなし＄

校正担当者 蚊判所職貝総合研修所資料蝶資料係 ．

その他 (1)受注者は,本件印刷及び製本等作菜について,この仕搬審に定める鞭項を遵守し,製造及び納品すること．

'2）用紙については,いわゆるグリーン聯入法に適合し,かつ,古紙ﾘ･ﾘｲｸﾙ適性ﾗﾝｸﾘｽﾄで定める,Aﾗﾝｸに鱗当する壷材のみを使
用して製造し,監督職風の指示する溺所にその表示(ﾘｻｲｸﾙ適性裟示)をすること(ただし‘発注者が指定した用紙がこれに該当しない
場合を除く｡)。

(3)契約締結後速やかに別紙槻式第1『オフセッ1,印刷又はデジクル印刷の工程における凝塊配腫ﾁｪｯｸﾘｽﾄ｣を,納品時に別紙橡式第
2｢寅材確泌票』を監督職員にそれぞれ提出すること。

(4) (2)及U《3ゆほか,いわゆるグリーン附入法に韮づく悲本方針の判断の基蠣を満たすこと。

(5)原稿作成及び校正等のスケジュールについては,校正原稿の提出枚数にかかわらず,監督職員と鯛迩の上,速やかに別紙搬式第3
『作業報告響jを作成し,提出し,その遵守に努めること．

(6)受注者は,写真‘ｲﾗｽI､以外の文字原稿部分については,全頁見本原稿と同じ饗体で文字入力作業を実施すること。

[7)入稿から校了に至るまでの修正に間し,原稿の差替え,追加及び修正等の作業については,速やかに対応すること｡また‘各段階の校
正原稿を校正担当者に提出する際には,受注者は必ず複数人による内校正作業を爽施し,誤字,脱字及び図表鯵が正しく転餓されてい
るか鯵を砿潔すること。

(8)校了した原稿の電子デークは,PDF形式(印刷すると冊子と同じ体裁となるもの)でCD-Rにより発注者に提出すること｡ただし0PDF
形式でCD-Rに記録された電子データは,ワード等で作成された文香へのｺピｰアンドペーストが可能であること． 、

(9)発注者が交付するデータを受注者が使用する場合には,文字によっては異なる字体で出力さｵ1ることを前提として取扱い,校正蟻は啓
面で行うことを原則とすること。

● 申

剛発注者及び受注者は,PDFファイルについては,必ずﾌｫﾝﾄを組み込むか画像データで櫛成するものを使用すること。

剛アドピ･イラストレーター等のダﾗﾌｨｯｸ･アプリケーションを使用してﾌｧｲﾙを作成する場合には,ｱｳﾄﾗｲﾝ化やﾗｽﾀﾗｲズ韓を行？
た後に授受をする壁。 ．

咽成果物の納品の際には,落丁及び乱丁等がないことを必ずF認zすることb
p 凸

申

側本仕樵書に記戦されていない聯項及び疑義が生じた場合については,発注者及び受注者が協雛の上,定めるものとする。

卿本件成果物の薯作樋は発注者に帰属するものとする。

卿発注者に納入する際は,品名
する際は,品名,数盆及び納品日

,数趾及び納品日を記蚊した納品響を添付すること｡また,発注者が指示する溺所(運送会社等)に納入
を記戦した納品番及び受領番を作成の上,受領番に運送会社等の砿認印を受け,当咳受領番(写しで

も可)を裁入期限までに発注者の職員に提出すること。 ．

予定頁敷 備考

表紙 4頁
◆
■

表表紙，褒褒紙印刷， （褒表紙は「3003J及びリサイクル適性表示の表麗あり。 ）．表表
紙裏，裏表紙斑印刷なし。

本文等 136頁 裏表（裏白あり）
戸

(1)扉 2頁 漉表（裏白あり）

(2)はしがき 2頁 裏表（裏白あり）

(3) 目次 4頁 裏表（裏白あり）

．(4)本文 122頁 裏表（裏白あり）

畦（51泰項索引 6頁 裏表（裏白なし） ．

分牙 L紙 なし

写鼠 なし ．

図面 あり ．

折り込み 。 なし
凸

･合計 ･ 140頁
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率項 仕 様

品名 マイルストーン(新探用職員ハンドブック） ． ．

規格 A4判

数愈
11l冊子:2,530部予定頁数:48頁
121"TL走原糖の霊子データが格納されたCD-R:1枚

納入期限 平成30年3月15日

納入場所

11) 冊子
ア 92部最高裁判所(東京都千代田区箪町4番2号）
イ2,311部最高裁判所(以下『発注者』という｡)が別途指定する場所(東京23区の運送会社等）
127部裁判所職員総合研修所(埼玉県和光市南二丁目3番5号）
なお,アーイの各納入先への納入部数の内訳については,発注者の指定する監督職員(以下『監督職員｣という｡）と受注者の
協殿の上,変更することができる｡

◆

I2)校了した原秘のf通子データ裁判所職員総合研催所(埼玉県和光市南二丁目3番5号）

組版 業者作成

見本原穂 口無■有（■紙原稲■データ(aWOrdmEXcelDPDF□その他( ) )

字飴，行数
及び段数

見本(ﾏｲﾙストーン)のとおり

印刷方法 ■ｵﾌｾｯﾄ(両面印刷)･ログｲﾚｸﾄ･ロフオーム･ロその他（ ）

刷色 口塾 ■カラー ロその他（ ）

紙質 表紙:再生ﾏｯﾄコート紙A判70.5kg

見返し:なし

本文等:再生ﾏｯﾄｺｰﾄ紙A判57.5kg ･

分界紙:なし

製本 口無級とじ(並製本)･■針金とじ･口上製本･口帯･ロ見返し･ロその他

校正 受注者の持参校正とし,校正回数は3校までを遮恥とするが,その目的に達しない場合は皇の限りでない。

校正担当者 裁判所職員総合研修所費料課資料係

その他 11)受注者は,本件印刷及び製本難作業についてD･この仕撤谷に定める辨項を遵守し,製造及び納品すること。

(2)用紙については,いわゆるグリーン峨入法に適合し,かつ,古紙ﾘｻｲｸﾙ適性ﾗﾝｸﾘｽﾄで定める,Aﾗﾝｸに餓当する巌材のみ
を使用して製造し,監督職員の指示する場所にその表示(ﾘｻｲｸﾙ適性袈示)をすること(ただし,発注者が指定した用紙がこれに骸
当しない塔合を除く｡)。

13)契約締結後速やかに別紙職式第1『ｵﾌｾｯﾄ印刷又はデジクル印刷の工程における環境配慰ﾁｪｯｸﾘｽﾄ｣を,納品蹄に別紙撚
式第2『資材砿鰡禦｣を監督職員にそれぞれ提出すること。 。

【4) (2)及ひ《3)のほか,し､わゆるグリーン購入法に基づく基本方針の判断の基廻を満たすこと。

【51原稿作成及び校正律のスケジュールについては,校正原稿の提出枚数にかかわらず,監督職員と調整の上,速やかに別紙嫌式
第3｢作難報告響jを作成し,提出し｡その遵守に努めること。 ．

【6)受注者は,写真,イラスト以外の文字原澗部分については,全頁見本原稿と同じ替体で文字入力作難を実施すること。

【7）入機から校了に至るまでの修正に閲し,原稿の差替え, i動Ⅲ及び修正難の作業については,速やかに対応すること｡また,各段階
の校正原稿を校正担当者に提出する際には.受注者は必ず複数人による内校正作業を実施し,談字,脱字及び図表等が正しく転職
されているか等を確認すること心

【8）校了した原稿の冠子データは,PDF形式(印刷すると冊子と同じ体裁となるもの)でCD-Rにより発注者に提出すること｡ただし,P
DF形式でCD-Rに紀録された範子データは,ワード等で作成された文讐へのコピーアンドペーストが可能であること。

(9)発注者が交付するデータを受注者が使用する場合には,文字によっては異なる字体で出力されることを前提として取扱い,校正等
は番面で行うことを原則とすること。 ．

剛発注者及び受注者は,PDFﾌｧｲﾙについては,必ずﾌｫﾝﾄを組み込むか画像データで桶成するものを使用すること。

皿アドピ･ｲﾗｽI､"－ター等のダﾗﾌｨｯｸ･アプリケーションを使用してﾌｧｲﾙを作成する埋合には,ｱｳﾄﾗｲﾝ化やﾗｽﾀﾗｲス等を
行った後に授受をすること。 。

圃成果物の納品の際には,落丁及び乱丁等がないことを必ず随認ずること．

脚本仕様谷に肥戦されていない鄭項及び疑義が生じた渇合については,発注者及び受注者が協鑛の上,定めるものとする。

胆)本件成果物の著作樋は発注者に侃属するものとする。

鯛発注者に納入する際は,品名,数斌及び納品日を記載した納品香を添付すること｡また,発注者が指示する場所(運送会社等)に
納入する際は,品名,数趾及び納品日を館戦した納品谷及び受領書を作成の上,受領婆に運送会社等の碇認印を受け.当該受領笹
(写しでも可)を納入期限までに発注者の職員に提出すること。

予定頁数 備考

表紙等 3頁
表表紙，裏表紙印刷， （褒表紙は「3003j･及びリサイクル適性表示の表記あり。
表表紙裏印刷なし。蕊表紙裏は本文41ページと重複

） ｡

本文等 45頁 斑表（襲白あり） ・

r(11扉 2頁 巫表（襲白あり） ．

I (2) 目次 2頁 狸表（裏白あり）

L(2)本文 41R. 璽表（裏白なし）

分界紙 なし
ロ ●

写真 なし

図面 あり ． ．

折り込み ． なし

イラスト あり

合計 48頁
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事項 仕 様

品 名 第4版民事蹄訟第一審手続の解脱別冊紀録に基づいて ●

規格 A4判

数避
(1)
(2)
冊子:20050部予定買数:70頁
校了した原稿の電子データが格納されたCDR:1枚

ゆ ●

,納入期限

。 ~

平成30年2月28日

納入場所 司法研修所(埼玉県和光市南二丁目3番8号）

■ ｡

組版 業者作成 ●

見本原．稿 口無■有（■紙原稿）■データ(■WordnExcelUPDFpその他( ) )

印刷方法 ■ｵﾌｾｯﾄ(両面印刷)･ログｲﾚｸﾄ･ロフオーム･ロその他（ ）

刷色 ■墨 ロカラー（ 色刷” □その他（ ）

紙質 表紙:再生上質紙A判70.5kg又は紙質及び色が同等のもの

見返し:なし

本文等:再生上質紙A判35.0kg又は紙質及び色が同等のもの

分界紙:なし ．

製本 ■無線とじ(並製本)･口針金とじ･口上製本･口幣･口見返し･口その他

校正 受注者の持参校正とし,校正回数は3校までを基準とするが,その目的に達しない場合はこの限りでない。

校正担当者 司法研修所企画第二課教材第一係

その他 (1)受注者は,本件印刷及び製本等作業について,この仕犠番に定める聯項を遵守し,製造及び納品すること。

(2)用紙については,いわゆるグリーン購入法に適合し,かつ,古紙ﾘｻｲｸﾙ適性ﾗﾝｸﾘｽﾄで定める｡Aﾗﾝｸに蕨当する賞材のみを
使用して製造し,監栂職員の指示する場所にその表示(ﾘｻｲｸﾙ適性袈示)をすること(ただし,発注者が指定した用紙がこれに該当し
ない場合を除く｡)。

(3)契約締結後速やかに別紙橡式第1｢ｵﾌｾｯﾄ印刷又はデジタル印刷の工程における卵境配腫ﾁｪｯｸﾘｽﾄ｣を,納品時に別紙樺式
第2｢礎材碓泌票｣を監督職員にそれぞれ提出すること。

(4) (2汲酬31のほか,いわゆるグリーン贈入法に基づく韮本方針の判断の基準を満たすこと。

(5)原稿作成及び校正錦のスケジュールについては,監督職員と鯛整の上,速やかに工程表を作成して提出し,その遵守に努めるこ
と｡ただし,初校は見本原稿受領後2週間以内に提出すること。 ．

(6)受注者は,写真,ｲﾗｽﾄ以外の文字原稿部分については,全頁見本原稿と同じ啓体で文字入力作業を実施すること。

(7)入稿から校了に至るまでの修正に関し,原稿の差替え,追加及び修正等の作業については,速やかに対応すること｡また,各段階
の校正原稿を校正担当者に提出する際には,受注者は必ず被数人による内校正作業を実施し,饒字,脱字がないか及び図表等が正し
く転戦されているか鎌を確認すること｡確認後は,校正原稿の提出枚数にかかわらず,別紙嫌式第3『作業報告響』を作成し,提出するこ
と

b ●

。 。
ｵ 争

(8)校了した原稿のfa子データは,PDF形式(印刷すると冊子と同じ体叙となるもの)でCD-Rにより発注者に提出すること。

(9)発注者が交付するデータを受注者が使用する場合には,文字によっては異なる字体で出力されることを前提とじて取扱い,校正等
は番面で行うことを原則とすること。

⑩発注者及び受注者は,PDFﾌｧｲﾙについては,必ずﾌｫﾝﾄを組み込むか画像データで鰄成するものを使用すること。

⑪アドピ･ｲﾗｽﾄﾚｰﾀｰ等のダﾗﾌｨｯｸ･アプリケーションを使用してﾌｧｲﾙを作成する場合には,ｱｳﾄﾗｲﾝ化やﾗｽﾀﾗｲス等を
行った後に授受をすること。 、

脳受注者は,納鋺際には印刷物について全品検査をし,落丁,乱丁及び油染み等がないことを必ず確潔すること。

(剛本仕機番に記戦されていない事項及び疑蕊が生じた場合については,発注者及び受注者が協賎の上,定めるものとする。

(剛本件成果物の藩作権は発注者に帰属するものとする。

予定頁数 備考

表紙 4頁
豪表紙印刷あり，裏表紙印刷あり （リサイクル適性表示の表妃あり。 ） 。表表紙蕊，襲表
錘窟印副だし‐密寒鑑印刷おり‐

見返し ， なし

本文等 66頁 璽表（恵白あり）
戸

(1)扉 2頁 璽ま（璽白あり）

(2) ・はしがき・凡例 2頁 璽衰

(3) 目次 4頁 鹿表。各貢中央下部にひげ付きノンブルを入れる ｡

凶 値）本文 58頁 蕊表（57頁巫白あり） 印 各頁中央下部にひげ付きノンブルを入れる。

分』 &紙 なし．

旬
■■

1喚 なし

図面 なし

折り込み なし

合計 70頁 ※ページ数は未確定であり。概数である。
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●

年

､事項 仕・ 樫●

名
口
回ロ 第4版民事脈訟第一審手続の解脱別冊記録

｡

規格 A4判． ．

数量
(1)冊子:2,050部
(2)校了した原稿の

予定頁数:132頁
勉子データが格納されたCD-R:1枚

■ ｡

納入期限 平成30年2月28日 ．

納公場所 司法研修所鯖玉県和光市南二丁目3番8号） ．

● ｡

組版 業者作成 ．

見本原稿 口無■有（■紙原稿）■データ(mWOrdnEXcelmPDFpその他( ) )

印刷方法 ■ｵﾌｾｯﾄ(両面印刷)･ログｲﾚｸﾄ･ロフオーム･ロその他（ ）

刷色 ■墨． ロｶﾗｰ（ 色刷り） □その他（ ）

紙質 表紙:再生上質紙A判70.5蛇又は紙質及び色が同等のもの ． ．

見返し:なし

本文等:再生上質紙A判35.0kg又は紙質及び色が同等のもの

分界紙:再生上質紙A判35.0kg又は紙質及び色が同等のもの

製本 ■無線とじ(並製本)･ロ針金とじ･口上製本･口帯･口見返し･ロその他

校 正 受注者の持参校正とし,校正回数は3校までを基準とするが,その目的に達しない場合はこの限りでない。

校正担当者 司法研修所企画第二蝶教材第一係

その他 (1)受注者は,本件印刷及び製本等作業について,この仕梯谷に定める癖項を遵守し,製造及び納品すること。

(2)用紙については,いわゆるグリーン購入法に適合し,かつ,古紙ﾘｻｲｸﾙ適性ﾗﾝｸﾘｽﾄで定める，
使用して製造し,監督職員の指示する場所にその表示(ﾘｻｲ久ﾙ適性表示)をすること(ただし,発注者
しない場合を除く｡） ｡ 』

Aﾗﾝｸに咳当する資材のみを
が指定した用紙がこれに咳当

(3)契約締結後速やかに別紙嫌式第1｢ｵﾌｾｯﾄ印刷又はデジタル印刷の工程における潔境配慮ﾁ土ｼｸﾘｽﾄ｣を,納品時に別紙様
式第2｢資材砿罷票｣を監督職員にそれぞれ提出すること。

(4) (2汲酎3ゆほか,いわゆるグﾘｰﾝ購入法に基づく韮本方針の判断の悲塑を満たすこと。
●

(5)原稿作成及び校正等のｽｹジｭｰﾙについては,監督職員と調整の上,速やかに工程表を作成して提出し,その遵守に努めるこ
と｡ただし,初校は見本原稿受頓後2週間以内に提出すること。

(61受注者は,写真,ｲﾗｽﾄ以外の文字原稿部分については,全頁見本原稿と同じ霧体で文字入力作業を実施すること。

(7)入稿から校了に至るまでの修正に関し,原稿の差替え,追加及び修正鋪の作業については,速やかに対応すること｡また,各段階
の校正原稿を校正担当者に提出する際には,受注者は必ず槙敷人による内校正作業を実施し,誤字,脱字がなし功吸ぴ図表等が正
しく転職されているか等を確泌すること｡確認後は,校正原穣の提出枚数に力功､わらず,別紙微式第3『作業報告番』を作成し,提出す
ること。

(8)校了した原穣の蝿子データは,PDF形式(印刷すると冊子と同じ体裁となるもの)でCD-Rにより発注者に提出すること。

(9)発注者が交付するデｰﾀを受注者が使用する場合には,文字によっては異なる字体で出力されることを前提として取扱い,校正等
は番面で行うことを原則とすること。 ．

剛発注者及び受注春は,PDFﾌｧｲﾙについては,必ずﾌｫﾝﾄを組み込むか画像デｰﾀで構成するものを使用すること。
◆ ｡

IDアドピ･ｲﾗｽﾄﾚｰﾀｰ等のグﾗﾌｨｯｸ･アプリケーションを使用してファイルを作成する場合には,ｱｳﾄﾗｲﾝ化やﾗｽﾀﾗｲ〆等を
行った後に授受をすること。

⑫受注者は,納靭際には印刷物について全品検査をし,落丁,乱丁及び油染み等がないことを必ず砿影すること。
脚本仕様香に配戦されていなし郵項及び疑縫が生じた場合については,発注者及び受注者が協駿の上,定めるものとす-る。

胆)本件成果物の著作横は発注者に帰属するものとする。 ． ．

予定頁数 備考

表紙 4頁 '
表表紙印刷あり，裏表紙印刷あり （リサイクル適性表示の表紀あり。 ）。変表紙裏，裏表
錘璽印刷なし－審表紙印刷あり‐

見返し なし 。

本文等 124頁 裏表（慶白あり）

（1）扉 なし 。

(2)はしがき・凡例 なし

(3) 目駁 なし ．

． 偶）本文
■

124頁 裏表（29頁及びユユ3頁裏白あり） 。各頁中央下部にひげ付きノンブルを入れる。

分』 紙 4頁 義印刷あり0裏印刷なし・さらに．表右閲及〔鯉[左側に1センチメートル…Q薪（アミカケ）を入れる。

Z 翼 なし ． ．

図面 殺し ．

折り込み ． なし

合計● 132頁 ※ページ数は未確定であり，概数である。 、



、

（別紙様式第1）

オフセット印刷又はデジタル印刷の工程における環境配慮チヱックリスト様式（例)，
壷

成年月日： 月 日

オフセット印刷又はデジタル印刷の工程における環境配慮チェックリスト

○○印刷株式会社

、

備考） 内容に関する問合せに当たって必要となる項目や押印等の要否については、様式の変更等を

行うことができる。 ． ．

ｰ

"

I

工程 実現 基準（要求内容）

製版

はい／いいえ ①次のA又はBのいずれかを満たしている。
A工程のデジタル化(DTP化）率が50%以上である。

B製版フィルムを使用する工程において､廃液及び製版フィルムか

ら銀の回収を行っている。 ．

刷版 はい／いいえ ②印刷版（アルミ基材のもの）の再使用又はリサイクルを行っている。

印
刷

オ
フ
セ
ッ
ト

デ
ジ
タ
ル

はい／いいえ

はい／いいえ

はい／いいえ

はい／いいえ

はい／いいえ

③廃ウェス容器や洗浄剤容器に蓋をする等のVOCの発生抑制策を講じ
ている。 9 口

④輪転印刷エ程の熱風乾燥印刷の場合にあっては、VOC処理装置を設
置し、適切に運転管理している。

⑤損紙等（印刷工程から発生する損紙、残紙）の製紙原料へのリサイク
ル率が80%以上である。

⑥省電力機能の活用､未使用時の電源切断など､省エネルギー活動を行､
っている。

● ■

⑦損紙等（印刷工程から発生する損紙､残紙）の製紙原料等へのリサイ

クル率が80％以上である。

表面

加エ

はい／いいえ

はい／いいえ

⑧アルコール類を濃度30%未満で使用している。

⑨損紙等（光沢加工工程から．発生する損紙､残紙､残フィルム）の製紙
原料等へのリサイクル率が80％以上である。

製本

加工

はい／いいえ

はい／いいえ

⑩窓、 ドアの開放を禁止する等の騒音・振動の抑制策を講じている。

⑪損紙等(製本工程から発生する損紙)の製紙原料へのリサイクル率が
70％以上である。



(別紙様式第2）

乍成年月日 日

． 、 御中

件名：

見積・変更資材確認
弓
全
一

株式会社

｜
’一

：
声

仁
｜
｜
Ｅ
・
・
三
一

一三.－

一 凸

印刷黄材
使用

有無

リサイクル

適性ランク
資材の種類

■

製造元・銘柄名
●

備考

用紙 本文‘

表紙 ノ

見返し

カバー
の
旬

インキ類
■
■

加工 製本加工

表面加工

その他加

工

－ ． ．蔀ざ・ ‘．・ ・

その他
参
一

使用資材 リサイクル適性 判別

Aランクの資材のみ使用 ．． 印刷用の紙にリサイクルできます

AまたはBランクの資材のみ使

用

板紙にリサイクルできます

●

CまたはDランクの資材を使用
リサイクルに適さない資材を使用していま

す



(別紙様式第3）

‘

監督職員

f

平成 年 月′ 日

上
ロ 書作業報

回校正原稿を提出するとともに，本作業におけるの第

作業従事者を下記のとおり報告します。

記

印○組版責任者

平成

平成

平成

年
年
年

原稿受領日

組版作業完了日

内校責任者送付日

月
月
月

日
日
日

○内校責任者

内校作業完了日平成 年 月 日

内校作業完了日平成 年 月 日
、

営業担当送付日平成 年 月 日

●

I

（注意）

． 各責任者は,工程ごとに日付を記入し,作業完了後は,記名押印の上,速やかに次の責任

者へ原稿を送付すること。

・ 校正作業上の注意として，組版責任者（オペレーターを含む｡）は，元原稿又は画面上の原

稿と校正原稿とが合致していることを必童確遥してから作業に入ること。

また，発注者が加えた赤字修正部分に不明な点があった場合は，速やかに監督職員に確認

し，作業を継続すること。

． 、内校は1頁につき複数態勢で行い,元原稿の赤字修正以外の部分についても鐘臓す-る
こと。

､確認印



１
１

捌表）

｢総研所報第14号｣ほか8点の製造(単価契約）

騨
而 －‐－金．額予定頁数｜部数 ｜頁単価品名

522,100円2,270部 1.00円230頁総研所報第14号I

2,100部 299,460円1.15円124頁家裁調査官研究紀要25号

少年法入門(七訂第二補訂版）

公判手続と調書講義案(四訂版）

少年法実務誹義案(三訂補訂版）

裁判所と裁判所職員

2

595部 l.90円 153,748円136頁3

337,792円520部 1.45円448頁4

610部 1.30円 352,092円4必頁5

2,530部 481,712円140頁 L36円6

176,088円ﾏｲﾙストーン(新採用職員ﾊﾝドプｯｸ）
e

2,530部 1.45円48頁7

第4版民事訴訟第一審手続の解説
別冊記録に基づいて

2,050部 292,740円70頁 2.04円8

第4版民事訴訟第一審手続の解説別冊記録 2,050部 443,784円132頁 1.64円9

小 計

消費税及び地方消費税額(8％）

3,059,516円

244,761円

計’ 3,304,277円合

※上記金額には,校了した原稿の電子データ代金等を含む。
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変更契糸勺書

「 「総研所報第14号」ほか8点の製造（単価契約） 」に関し，発注者最高裁判所（以

下「発注者」という。 ） と受注者株式会社キタジマ（以下「受注者」という。 ） との間で，

平成29年12月20日に締結した請負契約（単価契約）について，同契約書（以下「原

契約書」という。 ）の条項を下記のとおり変更する。

なお，その他については，原契約書のとおりとする。

記

1． 原契約書の別紙仕様書4の品名及び別表No． 4の品名について， 「四訂版」とある

のを， 「三訂補訂版」に変更する。

この契約の証として，本書2通を作成し，発注者及び受注者が記名押印の上，各自こ

れを保有する。

平成30年明7日

発注者 東京都千代田区隼町4番2号

最高裁判所

支出負担行為担当官

最高裁判所事務総局経理局長笠井笠井之

7号

●
北島■番ﾙー

受注者 東京都墨

株式会社

代表取締

1


